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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　長手方向に沿って先端側から基端側へと延在する少なくとも１つの長手方向孔を有し、
前記長手方向孔を外部に連通させる第１の連通孔が外周面に開口するチューブと、
　前記チューブが挿入されるチューブ挿通孔と前記チューブ挿通孔を外部に連通させる第
２の連通孔とを有する枠部材と、
　前記チューブに外装され、前記チューブ挿通孔に位置決めされ、前記第１の連通孔と前
記第２の連通孔とを連通させるスペーサと、
　を具備することを特徴とする挿入機器。
【請求項２】
　前記チューブと前記チューブ挿通孔とに密着して第１のシール部材及び第２のシール部
材が配置され、
　前記スペーサは前記第１のシール部材と前記第２のシール部材との間に配置され、
　前記第２の連通孔は前記第１のシール部材と前記第２のシール部材との間の範囲に開口
することを特徴とする請求項１に記載の挿入機器。
【請求項３】
　前記第１のシール部材または前記第２のシール部材と前記スペーサとは一体的に形成さ
れていることを特徴とする請求項２に記載の挿入機器。
【請求項４】
　前記第１のシール部材、前記第２のシール部材及び前記スペーサは一体的に形成されて
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いることを特徴とする請求項２に記載の挿入機器。
【請求項５】
　前記第１のシール部材又は前記第２のシール部材の位置は、前記チューブ挿通孔の内部
において前記長手方向に移動可能であることを特徴とする請求項２に記載の挿入機器。
【請求項６】
　前記第１の連通孔よりも基端側に配置され前記孔を封止する封止部材を有することを特
徴とする請求項２に記載の挿入機器。
【請求項７】
　前記枠部材の基端部に保持される終端部材を有し、
　前記チューブの基端が前記終端部材によって位置決めされることにより、前記チューブ
挿通孔の内部における前記第１の連通孔と前記第２の連通孔との相対位置が位置決めされ
ることを特徴とする請求項２に記載の挿入機器。
【請求項８】
　前記チューブは、マルチルーメンチューブであることを特徴とする請求項２に記載の挿
入機器。
【請求項９】
　前記チューブは、２以上の前記長手方向孔を有し、２以上の前記長手方向孔の内面を外
部にそれぞれ連通する前記第１の連通孔が外周面に２箇所以上で開口するマルチルーメン
チューブであることを特徴とする請求項２に記載の挿入機器。
【請求項１０】
　前記挿入機器は内視鏡であることを特徴とする請求項１に記載の挿入機器。
【請求項１１】
　長手方向に沿って先端側から基端側へと延在する少なくとも１つの長手方向孔を有し、
前記長手方向孔を外部に連通させる第１の連通孔が外周面に開口するチューブと、
　前記チューブが挿入されるチューブ挿通孔と前記チューブ挿通孔を外部に連通させる第
２の連通孔とを有する枠部材と、
　前記チューブに外装され、前記チューブ挿通孔に位置決めされ、前記第１の連通孔と前
記第２の連通孔とを連通させるスペーサと、
　を具備することを特徴とする挿入機器の操作部。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被検体内に挿入可能な挿入部がチューブを用いて構成された挿入機器、及び
、挿入機器の操作部に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、医療分野においては、細長の挿入部を体腔内に挿入することにより体腔内臓器な
どを観察することができる内視鏡が広く用いられている。
【０００３】
　このような内視鏡は、種々の手技、検査などに応じて、他の挿入機器等と併用される場
合がある。例えば、内視鏡と挿入機器とを併用する内視鏡装置として、胆管内や膵管内の
観察や治療を行う際に用いられるいわゆる親子式内視鏡が実用化されている。
【０００４】
　この親子式内視鏡は、親内視鏡となる通常サイズの内視鏡（例えば、十二指腸用内視鏡
）の処置具チャンネル等に、挿入機器としての細径の子内視鏡を挿通させて体腔内に導き
胆管内や膵管内の観察や治療を行うものである。
【０００５】
　この種の挿入機器としては、細径のマルチルーメンチューブ等のチューブを用いて挿入
部を構成したものが知られている。この場合、挿入機器による送気、送水、吸引等の各種
処置を実現するためには、チューブの基端側にチューブコネクタ等の枠部材を連結し、チ
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ューブに形成された所定の孔を、枠部材に設けられた管路等の連通孔に対し気密或いは液
密な状態にて接続する必要がある。
【０００６】
　このため、例えば、日本国特開２００３－１６９７７４号公報には、チューブコネクタ
に形成した接続孔の内周面に、円周溝状をなす送気路端部開口、送水路端部開口及び吸引
路端部開口を形成するとともに、これらを各々軸先方向に挟む位置にシール用のＯリング
を装着し、各Ｏリングによって接続孔の内周面とチューブの外周面との間をシールした状
態にて、チューブに形成した送気側孔、送水側孔、及び、吸引側孔を、送気路端部開口、
送水路端部開口及び吸引路端部開口を介して、送気連通路、送水連通路及び吸引連通路に
連通させる技術が開示されている。
【０００７】
　しかしながら、上述の日本国特開２００３－１６９７７４号公報に開示された技術では
、接続孔の内部の所定の位置に複数のシール部材（シール用のＯリング）をそれぞれセッ
トする必要がある。従って、日本国特開２００３－１６９７７４号公報の技術では、チュ
ーブコネクタを２分割し、チューブコネクタの分割体の接続孔に複数のシール保持溝を形
成する等の必要があり、構造が複雑化する。さらに、チューブコネクタを組み立てる際に
は、各シール保持溝にシール部材をセットした後、チューブコネクタの分割体を液密に接
合する必要があるなど、製造工程が複雑化する。
【０００８】
　本発明は上記事情に鑑みてなされたもので、簡単な構成及び工程により、チューブに形
成した孔を枠部材に形成した連通孔に対しシール部材を介して連通することができる挿入
機器を提供することを目的とする。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の一態様による挿入機器は、長手方向に沿って先端側から基端側へと延在する少
なくとも１つの長手方向孔を有し、前記長手方向孔を外部に連通させる第１の連通孔が外
周面に開口するチューブと、前記チューブが挿入されるチューブ挿通孔と前記チューブ挿
通孔を外部に連通させる第２の連通孔とを有する枠部材と、前記チューブに外装され、前
記チューブ挿通孔に位置決めされ、前記第１の連通孔と前記第２の連通孔とを連通させる
スペーサと、を具備するものである。
　また、本発明の一態様による挿入機器の操作部は、長手方向に沿って先端側辛き端側へ
の延在する少なくとも１つの長手方向孔を有し、前記長手方向孔を外部に連通させる第１
の連通孔が外周面に開口するチューブと、前記チューブが挿入されるチューブ挿通孔と前
記チューブ挿通孔を外部に連通させる第２の連通孔とを有する枠部材と、前記チューブに
外装され、前記チューブ挿通孔に位置決めされ、前記第１の連通孔と前記第２の連通孔と
を連通させるスペーサと、を具備するものである。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】内視鏡装置の構成を示す平面図
【図２】子内視鏡の構成を示す平面図
【図３】操作部内に配置されたチューブモジュールを示す平面図
【図４】チューブモジュールの分解斜視図
【図５】チューブモジュールの組立時の状態を示す斜視図
【図６】チューブモジュールの斜視図
【図７】チューブモジュール内におけるシール部材及びスペーサの配置を示す説明図
【図８】図６のVIII－VIII斜視図
【図９】図６のIX－IX斜視図
【図１０】ストッパ部材の斜視図
【図１１】チューブモジュールの断面斜視図
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【図１２】子内視鏡の先端部を示す斜視図
【図１３】変形例に係り、チューブモジュールの分解斜視図
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、図面を参照して本発明の形態を説明する。図面は本発明の一実施形態に係り、図
１は内視鏡装置の構成を示す平面図、図２は子内視鏡の構成を示す平面図、図３は操作部
内に配置されたチューブモジュールを示す平面図、図４はチューブモジュールの分解斜視
図、図５はチューブモジュールの組立時の状態を示す斜視図、図６はチューブモジュール
の斜視図、図７はチューブモジュール内におけるシール部材及びスペーサの配置を示す説
明図、図８は図６のVIII－VIII斜視図、図９は図６のIX－IX斜視図、図１０は止め部材の
斜視図、図１１はチューブモジュールの断面斜視図、図１２は子内視鏡の先端部を示す斜
視図である。
【００１２】
　図１に示す内視鏡装置１は、内視鏡である親内視鏡１０と、この親内視鏡１０に固定さ
れる挿入機器としての子内視鏡２０と、を備えた所謂親子式内視鏡装置である。なお、本
実施形態における子内視鏡２０は、例えば、使用後に破棄されるディスポーザブルの挿入
機器である。
【００１３】
　親内視鏡１０は、被検体に挿入される細長形状の挿入部１１と、この挿入部１１の基端
側に連結する操作部１２と、を備えて構成されている。
【００１４】
　挿入部１１は、先端側から順に、先端部１３、湾曲部１４および可撓管部１５が連設し
て構成されている。
【００１５】
　先端部１３の内部には、例えば、対物光学系及びＣＣＤやＣＭＯＳ等のイメージセンサ
を備えた撮像ユニット、ライトガイドバンドルによって伝送された照明光を照射する照明
光学系等（何れも図示せず）が配設されている。ここで、本実施形態において、撮像ユニ
ット及び照明光学系の光軸は、挿入部１１の長手軸（挿入軸Ｏ１）に対して所定角度傾斜
されており、これにより、親内視鏡１０は、側視／斜視型の内視鏡となっている。
【００１６】
　また、先端部１３には側方に開口する開口部１３ａが設けられ、この開口部１３ａには
、挿入部１１の内部に挿通された処置具チャンネル（図示せず）の先端側が連通されてい
る。ここで、処置具チャンネルには、例えば、処置具などの他、子内視鏡２０の挿入部２
１を挿通させることが可能となっている。
【００１７】
　さらに、開口部１３ａには、処置具チャンネルを通じて開口部１３ａから突出される処
置具や子内視鏡２０の挿入部２１などを起上させるための図示しない処置具起上台が設け
られている。
【００１８】
　湾曲部１４は、例えば、図示しない複数の湾曲駒が挿入軸Ｏ１方向に沿って連設された
湾曲駒組を内部に有し、上下左右方向（ＵＰ－ＤＯＷＮ／ＲＩＧＨＴ－ＬＥＦＴ）を含む
挿入軸Ｏ１周りの全方向へと能動的に湾曲することが可能となっている。
【００１９】
　可撓管部１５は、受動的に湾曲可能な可撓性を有する管状部材によって構成されている
。
【００２０】
　操作部１２の先端側には、処置具挿通部１６が設けられ、この処置具挿通部１６には処
置具チャンネルの基端側が連通されている。処置具挿通部１６には、ディスポーザブルの
鉗子栓１６ａが着脱自在となっている。
【００２１】
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　また、操作部１２の基端側には、湾曲部１４を湾曲操作するための一対の湾曲操作ノブ
１８、処置具起上台を操作するための操作レバー１９などが設けられている。
【００２２】
　さらに、操作部１２の基端側の側部からはユニバーサルケーブル１７が延出され、この
ユニバーサルケーブル１７の延出端には、光源装置などの外部機器（図示せず）に着脱自
在な内視鏡コネクタ１７ａが設けられている。
【００２３】
　子内視鏡２０は、細長形状をなす挿入部２１と、この挿入部２１の基端側に連設される
操作部２２と、を有して構成されている。
【００２４】
　挿入部２１は、先端側から順に、先端部２３と、湾曲部２４と、可撓管部２５と、が連
設して構成されている。
【００２５】
　先端部２３の内部には、例えば、イメージガイドバンドルに接続する観察光学系、及び
、ライトガイドバンドルによって伝送された照明光を照射する照明光学系（何れも図示せ
ず）が設けられ、これらが先端部２３の先端面に形成された観察窓２３ａ（図１２参照）
の内側に配置されている。ここで、本実施形態において、撮像ユニット及び照明光学系の
光軸は、挿入部２１の長手軸（挿入軸Ｏ２）に沿って設定されており、これにより、子内
視鏡２０は直視型の内視鏡となっている。
【００２６】
　また、先端部２３には、前方に開口する開口部２３ｂが設けられるとともに、一対の送
水ノズル２３ｃが設けられている。
【００２７】
　湾曲部２４は、例えば、弾性を有する金属製の湾曲管（図示せず）を内部に有して構成
され、上下左右方向（ＵＰ－ＤＯＷＮ／ＲＩＧＨＴ－ＬＥＦＴ）を含む挿入軸Ｏ２周りの
全方向へと能動的に湾曲することが可能となっている。
【００２８】
　可撓管部２５は、受動的に湾曲可能な可撓性を有するチューブ３０によって構成されて
いる。このチューブ３０は、長手方向（すなわち、挿入軸Ｏ２方向）に沿って先端側から
基端側へと延在する少なくとも１つの孔を有するものである。
【００２９】
　なお、可撓管部２５のみならず、湾曲部２４についても、上述の湾曲管等に代えて、チ
ューブ３０を用いて一体的に構成することも可能である。
【００３０】
　操作部２２には、湾曲部２４を湾曲操作するための一対の湾曲操作ノブ２６と、処置具
挿通部２７と、が設けられている。
【００３１】
　さらに、操作部２２からは、イメージガイドバンドル、ライトガイドバンドル、吸引チ
ューブ２８ａ、及び、送水チューブ２８ｂ等のケーブル・チューブ類２８が延出されてい
る。
【００３２】
　なお、本実施形態の子内視鏡２０においては、先端部２３の内部、或いは、操作部２２
の内部に図示しない撮像ユニットを配設することも可能であり、この場合、操作部２２か
らは、イメージガイドバンドルに代えて、撮像ユニットに接続された信号ケーブルが延出
される。
【００３３】
　また、操作部２２には、当該操作部２２を親内視鏡１０の操作部１２に固定するための
固定バンド２９が設けられている。
【００３４】
　このような子内視鏡２０において、可撓管部２５を構成するチューブ３０は、例えば、
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イメージガイドバンドル（或いは、撮像ユニットの信号線）及びライトガイドバンドル等
を挿通可能な観察用孔３１と、吸引チャンネルを兼ねる処置具チャンネルとして機能する
チャンネル用孔３２と、孔としての一対の送水用孔３３と、湾曲操作ノブ２６に接続され
た４本のワイヤ（図示せず）をそれぞれ挿通可能な４つのワイヤ挿通用孔３４と、を有す
るマルチルーメンチューブによって構成されている。なお、本実施形態においては、チュ
ーブ３０に一対の送水用孔３３を設けた構成について例示しているが、チューブ３０に設
けられる孔としての送水用孔３３は、１つであってもよく、また、３つ以上であっても良
い。
【００３５】
　このチューブ３０の基端側において、チャンネル用孔３２には処置具挿通部２７及び吸
引チューブ２８ａが連通され、また、一対の送水用孔３３には送水チューブ２８ｂが連通
されている。これらの連通を実現するため、本実施形態のチューブ３０の基端側には、枠
部材としてのチューブコネクタ４１が接続されている。
【００３６】
　このチューブコネクタ４１はチューブ３０とともにチューブモジュール４０を構成する
ものである（図６，８等参照）。そして、このチューブコネクタ４１が操作部２２の内部
に保持されることにより（図２参照）、チューブ３０の基端側（すなわち、挿入部２１の
基端側）を操作部２２に連設することが可能となっている。
【００３７】
　ここで、チャンネル用孔３２及び一対の送水用孔３３をチューブコネクタ４１に連通す
るため、チューブ３０の基端側には、チャンネル用連通孔３２ａと、第１の連通孔として
の一対の送水用連通孔３３ａと、が形成されている。
【００３８】
　具体的に説明すると、チャンネル用連通孔３２ａは、チャンネル用孔３２の内面とチュ
ーブ３０の外周面とを挿入軸Ｏ２に対して略直角方向に連通する連通孔（側孔）であり、
各送水用連通孔３３ａは、各送水用孔３３の内面とチューブ３０の外周面とを挿入軸Ｏ２
に対して略直角方向に連通する連通孔（側孔）である。
【００３９】
　これらチャンネル用連通孔３２ａ及び送水用連通孔３３ａは、チューブ３０の基端側の
領域において挿入軸Ｏ２方向に位置をずらして形成されている。すなわち、本実施形態に
おいて、チャンネル用連通孔３２ａは、一対の送水用連通孔３３ａよりも挿入軸Ｏ２方向
の先端側にずれた位置に形成されている。なお、本実施形態においては、一対の送水用孔
３３に対応し、チューブ３０に一対の送水用連通孔３３ａを設けた構成について例示して
いるが、孔としての送水用孔３３が１つである場合には、第１の連通孔としての送水用連
通孔３３ａをチューブ３０の１箇所に設けることも可能である。また、孔としての送水用
孔３３が３つ以上である場合には、第１の連通孔としての送水用連通孔３３ａを各送水用
孔３３に対応してチューブ３０の３箇所以上に設けることも可能である。さらに、チュー
ブ３０に設けられる第１の連通孔としての送水用連通孔３３ａは、１つの送水用連通孔３
３ａに対して、挿入軸Ｏ２方向にそれぞれ２箇所以上設けることも可能である。
【００４０】
　図４に示すように、チューブコネクタ４１は、筒状のコネクタ本体４５を有する。
【００４１】
　このコネクタ本体４５の内部には、チューブ３０を挿通可能なチューブ挿通孔４６が形
成されている。
【００４２】
　このチューブ挿通孔４６は、チューブ３０の外周面よりも大きい内径の内周面を有する
、段付きの貫通孔によって構成されている。
【００４３】
　具体的に説明すると、チューブ挿通孔４６は、例えば、先端側から順に、チューブ３０
の外径よりも十分に大きい内径を有する第１の挿通孔部４６ａと、第１の挿通孔部４６ａ
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よりも小径な（チューブ３０の外径よりもやや大きい）内径を有する第２の挿通孔部４６
ｂと、第２の挿通孔部４６ｂよりも大径（例えば、第１の挿通孔部４６ａと同径）な内径
を有する第３の挿通孔部４６ｃと、第３の挿通孔部４６ｃよりも大径な内径を有する第４
の挿通孔部４６ｄと、が挿入軸Ｏ２と同軸上に連設されて構成されている。
【００４４】
　また、コネクタ本体４５には、第２の挿通孔部４６ｂに連通するチャンネル用分岐管４
７と、第３の挿通孔部４６ｃに連通する送水用分岐管４８と、が一体形成されている。
【００４５】
　チャンネル用分岐管４７の内部にはチャンネル用分岐管路４７ａが形成され、このチャ
ンネル用分岐管路４７ａの先端は、第２の挿通孔部４６ｂの内面に開口されている。これ
により、第２の挿通孔部４６ｂの内面はチャンネル用分岐管４７を介して外部に連通され
ている。
【００４６】
　ここで、チャンネル用分岐管４７は、基端側（分岐端側）が操作部２２から突出するよ
うに配置され、これにより処置具挿通部２７としての機能を有する。
【００４７】
　また、チャンネル用分岐管路４７ａの中途からは、吸引用分岐管４９が分岐されている
。この吸引用分岐管４９の内部には、チャンネル用分岐管路４７ａに連通する吸引用分岐
管路４９ａが形成されている。また、操作部２２の内部において、吸引用分岐管４９には
、吸引チューブ２８ａの先端側を接続することが可能となっている。
【００４８】
　送水用分岐管４８の内部には、第２の連通孔としての送水用分岐管路４８ａが形成され
ている。この送水用分岐管路４８ａの先端は、第３の挿通孔部４６ｃの内面に開口され、
これにより、第３の挿通孔部４６ｃの内面は送水用分岐管４８を介して外部に連通されて
いる。また、操作部２２の内部において、送水用分岐管４８には、送水チューブ２８ｂの
先端側を接続することが可能となっている。
【００４９】
　第１の挿通孔部４６ａは、コネクタ本体４５の先端側において、チューブ３０の外周面
とチューブ挿通孔４６の内周面とをシールするＯリング５５を保持するための機能を有す
る。
【００５０】
　この第１の挿通孔部４６ａ内には、例えば、２つのＯリング５５がコネクタ本体４５の
先端側から挿入されている。
【００５１】
　ここで、第２の挿通孔部４６ｂが第１の挿通孔部４６ａよりも小径に形成されることに
より、第１の挿通孔部４６ａの基端には、チューブ挿通孔４６の内側に突出する第１のス
トッパ部４６ｅが形成されている。そして、一対のＯリング５５のうち、基端側に位置す
るＯリング５５が第１のストッパ部４６ｅに当接されて基端側への移動が規制されること
により、第１の挿通孔部４６ａ内における各Ｏリング５５の位置決めが行われている。
【００５２】
　そして、このように挿入された各Ｏリング５５がチューブ３０の外周面と第１の挿通孔
部４６ａの内周面とに密着することにより、チューブ３０と第１の挿通孔部４６ａとの空
隙が、各Ｏリング５５によって気密及び液密にシールされている。
【００５３】
　第２の挿通孔部４６ｂは、チューブ３０の外周面に開口するチャンネル用連通孔３２ａ
に対応して設けられている。
【００５４】
　そして、この第２の挿通孔部４６ｂにチャンネル用連通孔３２ａが位置するようにチュ
ーブ挿通孔４６内におけるチューブ３０の位置決めさがれることにより、チューブ３０内
に形成されたチャンネル用孔３２を、チャンネル用分岐管路４７ａ及び吸引用分岐管路４
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９ａに連通することが可能となっている。
【００５５】
　第３の挿通孔部４６ｃは、チューブ３０の外周面に開口する送水用連通孔３３ａに対応
して設けられている。
【００５６】
　この第３の挿通孔部４６ｃの内部には、例えば、第１のシール部材としてのＯリング６
０と、筒状のスペーサ６１と、第２のシール部材としてのＯリング６２と、円環状の調整
リング６３と、がコネクタ本体４５の基端側から順に挿入されている。
【００５７】
　ここで、第２の挿通孔部４６ｂが第３の挿通孔部４６ｃよりも小径に形成されることに
より、第３の挿通孔部４６ｃの先端には、チューブ挿通孔４６の内側に突出するストッパ
部としての第２のストッパ部４６ｆが形成されている。そして、Ｏリング６０が第２のス
トッパ部４６ｆに当接されて先端側への移動が規制されることにより、第３の挿通孔部４
６ｃ内におけるＯリング６０、スペーサ６１、Ｏリング６２、及び、調整リング６３の位
置決めが行われている。
【００５８】
　具体的には、Ｏリング６０は、第２のストッパ部４６ｆに当接されることにより、第３
の挿通孔部４６ｃ内において、送水用連通孔３３ａ及び送水用分岐管路４８ａよりも先端
側に位置決めされている。そして、このように位置決めされたＯリング６０がチューブ３
０の外周面と第３の挿通孔部４６ｃの内周面とに密着させることにより、送水用連通孔３
３ａ及び送水用分岐管路４８ａよりも先端側において、チューブ３０の外周面と第３の挿
通孔部４６ｃとの空隙が、Ｏリング６０によって気密及び液密にシールされている。
【００５９】
　スペーサ６１は、Ｏリング６０に当接されることにより（すなわち、Ｏリング６０を介
して第２のストッパ部４６ｆに当接されることにより）、第３の挿通孔部４６ｃ内におい
て、送水用連通孔３３ａ及び送水用分岐管路４８ａの先端開口部に対応する位置に位置決
めされている。
【００６０】
　図８，９，１１に示すように、このスペーサ６１は、チューブ３０と第３の挿通孔部４
６ｃ（チューブ挿通孔４６）との間にそれぞれ所定の隙間を有して配置される略円筒形状
をなす壁部６１ａを有する。また、このスペーサ６１の壁部６１ａには、当該壁部６１ａ
の内面側と外面側とを連通する第３の連通孔としての連通孔６１ｂが形成されている。
【００６１】
　そして、このような連通孔６１ｂを有するスペーサ６１が、送水用連通孔３３ａ及び送
水用分岐管路４８ａの先端開口部に対応する位置に配置されることにより、チューブ３０
内に形成された一対の送水用孔３３が単一の送水用分岐管路４８ａに対してそれぞれ連通
されている。
【００６２】
　Ｏリング６２は、スペーサ６１に当接されることにより（すなわち、Ｏリング６０及び
スペーサ６１を介して第２のストッパ部４６ｆに当接されることにより）、第３の挿通孔
部４６ｃ内において、送水用連通孔３３ａ及び送水用分岐管路４８ａよりも基端側に位置
決めされている。そして、このように位置決めされたＯリング６２がチューブ３０の外周
面と第３の挿通孔部４６ｃの内周面とに密着することにより、送水用連通孔３３ａ及び送
水用分岐管路４８ａよりも基端側において、チューブ３０の外周面と第３の挿通孔部４６
ｃとの空隙が、Ｏリング６２によって気密及び液密にシールされている。
【００６３】
　なお、図４に示すように、本実施形態において、Ｏリング６０と、スペーサ６１と、Ｏ
リング６２と、は予め一体的に形成されている。
【００６４】
　調整リング６３は、Ｏリング６２に当接されることにより（すなわち、Ｏリング６０、
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スペーサ６１、及び、Ｏリング６２を介して第２のストッパ部４６ｆに当接されることに
より）、第３の挿通孔部４６ｃ内の基端に位置決めされている。
【００６５】
　第４の挿通孔部４６ｄには、チューブ挿通孔４６の基端側を閉塞するための終端部材７
０が保持されている。
【００６６】
　具体的に説明すると、例えば、図１０に示すように、終端部材７０は、第４の挿通孔部
４６ｄを閉塞するための蓋体７１と、この蓋体７１の基端側に延出する筒状部７２と、が
一体形成されて要部が構成されている。
【００６７】
　蓋体７１の先端面には、チャンネル用孔３２に対応する位置に、ピン状の封止部材７３
が突設されている。そして、この封止部材７３がチャンネル用孔３２に挿入されることに
より、チャンネル用孔３２の基端側が封止されるとともに、チューブ３０の基端側が終端
部材７０に連結されている。
【００６８】
　ここで、チューブ３０が終端部材７０に連結されるに際し、各送水用孔３３の基端部に
はピン状の封止部材７４がそれぞれ挿入され、これにより、各送水用孔３３の基端側が封
止されている。
【００６９】
　また、蓋体７１には、観察用孔３１、及び、各ワイヤ挿通用孔３４に対応する位置に、
挿入軸Ｏ２方向に貫通する貫通孔７１ａ，７１ｂが設けられている。そして、終端部材７
０がチューブ３０の基端側に封止部材７４を介して連結されることにより、観察用孔３１
、及び、各ワイヤ挿通用孔３４が、各貫通孔７１ａ，７１ｂを介して、筒状部７２の内部
（内側）に連通されている。そして、このように各貫通孔７１ａ，７１ｂを介して筒状部
７２の内部に連通されることにより、当該筒状部７２の内部から、観察用孔３１内にイメ
ージガイドバンドルやライトガイドバンドルを挿通し、また、各ワイヤ挿通用孔３４にワ
イヤを挿通することが可能となっている。
【００７０】
　筒状部７２の外周面には、一対の切欠部７２ａが設けられている。さらに、筒状部７２
の基端部には、切欠部７２ａを除く領域に、外径方向に突出するフランジ部７２ｂが設け
られている。
【００７１】
　また、これらの切欠部７２ａ及びフランジ部７２ｂに対応して、コネクタ本体４５の基
端部には一対の係止爪部５０が設けられている。
【００７２】
　そして、これらの係止爪部５０が筒状部７２の基端に係止されることにより、終端部材
７０の蓋体７１が、第４の挿通孔部４６ｄ内に保持されている。
【００７３】
　その際、終端部材７０によってチューブ３０がチューブ挿通孔４６内に押し込まれるこ
とにより、コネクタ本体４５に対して、チューブ３０の挿入軸Ｏ２方向における基端位置
の位置決めが自動的に行われる。これにより、チューブ挿通孔４６内におけるチューブ３
０の挿入軸Ｏ２方向の位置決めが自動的に行われ、チャンネル用連通孔３２ａを第２の挿
通孔部４６ｂ内に配置されるとともに、送水用連通孔３３ａを第３の挿通孔部４６ｃ内に
配置されている（図８，９参照）。
【００７４】
　また、一対の係止爪部５０の間に切欠部７２ａフランジ部７２ｂが挟み込まれることに
より、終端部材７０の挿入軸Ｏ２周りの回転位置の位置決めが行われる。そして、この終
端部材７０の回転位置の位置決めに伴い、チューブ挿通孔４６内におけるチューブ３０の
挿入軸Ｏ２周りの回転位置の位置決めが自動的に行われ、第２の挿通孔部４６ｂ内におい
て、チャンネル用連通孔３２ａが、チャンネル用分岐管路４７ａの先端開口と一致する位
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置に配置されている（図８参照）。
【００７５】
　さらに、Ｏリング６０、スペーサ６１、及び、Ｏリング６２が、調整リング６３を介し
て、第２のストッパ部４６ｆと終端部材７０との間に挟み込まれることにより、これらＯ
リング６０、スペーサ６１、及び、Ｏリング６２が、第２のストッパ部４６ｆを基準とす
る所定位置に位置決めされた状態にて保持されている（図７～９，１１等参照）。
【００７６】
　ここで、このようなチューブモジュール４０を組み立てる際には、例えば、図５に示す
ように、一対のＯリング５５は、コネクタ本体４５の先端側からチューブ挿通孔４６（第
１の挿通孔部４６ａ）の内部に挿入される。
【００７７】
　また、チューブ３０には、Ｏリング６０、スペーサ６１、Ｏリング６２、及び、調整リ
ング６３がチューブ３０に仮組みされる。
【００７８】
　また、チューブ３０の各送水用孔３３に封止部材７４が挿入されることにより、各送水
用孔３３の基端側が封止される。
【００７９】
　さらに、チャンネル用孔３２に封止部材７３がされることにより、チャンネル用孔３２
の基端側が封止されるとともに、チューブ３０の基端に終端部材７０が連結される。
【００８０】
　そして、このようにＯリング６０、スペーサ６１、Ｏリング６２、及び、調整リング６
３が仮組みされるとともに、終端部材７０が連結された状態にて、チューブ３０は、コネ
クタ本体４５の基端側からチューブ挿通孔４６の内部に挿入される。
【００８１】
　そして、終端部材７０が一対の係止爪部５０に係止されることにより、チューブ３０、
Ｏリング６０、スペーサ６１、Ｏリング６２、及び、調整リング６３が、チューブ挿通孔
４６の内部において自動的に位置決めされる。これにより、チューブ３０に形成されたチ
ャンネル用孔３２がチャンネル用分岐管路４７ａ及び吸引用分岐管路４９ａに連通される
とともにチューブ３０に形成された送水用孔３３が送水用分岐管路４８ａに連通される。
【００８２】
　このような実施形態によれば、長手方向に沿って先端側から基端側へと延在する送水用
孔３３を有し、送水用孔３３の内面を外部に連通する送水用連通孔３３ａが外周面に開口
するチューブ３０と、チューブ３０の外周面の外径よりも大きい内径の内周面を有するチ
ューブ挿通孔４６を有し、チューブ挿通孔４６（第３の挿通孔部４６ｃ）の内面を外部に
連通する送水用分岐管路４８ａが形成されるとともに、送水用分岐管路４８ａよりも先端
側においてチューブ挿通孔４６の内側に突出する第２のストッパ部４６ｆが形成されたチ
ューブコネクタ４１と、第２のストッパ部４６ｆとの当接によって送水用連通孔３３ａ及
び送水用分岐管路４８ａの先端開口よりも先端側に位置決めされた状態にてチューブ３０
とチューブ挿通孔４６との間に配置され、チューブ３０の外周面とチューブ挿通孔４６の
内周面とに密着するＯリング６０と、Ｏリング６０との当接によって壁部６１ａが送水用
連通孔３３ａ及び送水用分岐管路４８ａの先端開口に対応する位置に位置決めされた状態
にてチューブ３０とチューブ挿通孔４６との間に所定の隙間を有して配置され、壁部６１
ａの内面側と外面側とを連通する連通孔６１ｂが形成されたスペーサ６１と、スペーサ６
１との当接によって送水用連通孔３３ａ及び送水用分岐管路４８ａの先端開口よりも基端
側に位置決めされた状態にてチューブ３０とチューブ挿通孔４６との間に配置され、チュ
ーブ３０の外周面とチューブ挿通孔４６の内周面とに密着するＯリング６２と、を具備す
ることにより、簡単な構成及び工程により、チューブ３０に形成した送水用連通孔３３ａ
を送水用分岐管路４８ａに対しＯリング６０，６２を介して連通することができる。
【００８３】
　すなわち、チューブ挿通孔４６内に形成した第２のストッパ部４６ｆとチューブ挿通孔
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４６内に挿入したスペーサ６１とを用いて、送水用孔３３の送水用連通孔３３ａ及び送水
用分岐管路４８ａの先端開口に対するＯリング６０，６２の位置決めを行うとともに、ス
ペーサ６１の壁部６１ａに形成された連通孔６１ｂを介して送水用連通孔３３ａ側と送水
用分岐管路４８ａ側とを連通することにより、簡単な構成及び工程により、送水用連通孔
３３ａ及び送水用分岐管路４８ａの先端側及び基端側のシールを行いつつ、送水用分岐管
４８を通じて供給される洗浄液等を送水用孔３３に供給して、送水ノズル２３ｃから噴出
させることができる（図１１，１２参照）。
【００８４】
　なお、本発明は、以上説明した各実施形態に限定されることなく、種々の変形や変更が
可能であり、それらも本発明の技術的範囲内である。
【００８５】
　例えば、上述の実施形態においては、Ｏリング６０、スペーサ６１、及び、Ｏリング６
２を予め一体的に形成した一例について説明したが、本発明はこれに限定されるものでは
なく、例えば、図１３に示すように、これらＯリング６０、スペーサ６１、及び、Ｏリン
グ６２をそれぞれ別体にて構成することも可能である。或いは、Ｏリング６０とスペーサ
６１のみ、又は、スペーサ６１とＯリング６２のみを予め一体的に形成することも可能で
ある。
【００８６】
　また、上述の実施形態では本発明の構成を内視鏡（子内視鏡）に対して適用した場合の
一例について説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、例えば、マルチルー
メンチューブ等のチューブを用いたカテーテル或いはシース等の挿入機器に対しても適用
が可能であることは勿論である。
【００８７】
　また、本発明の構成は送水用孔の連通に限定されるものではないことは勿論である。
【００８８】
　本出願は、２０１７年１２月２２日に日本国に出願された特願２０１７－２４７０１４
号を優先権主張の基礎として出願するものであり、上記の開示内容は、本願明細書、請求
の範囲に引用されるものとする。
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